
福岡市排水設備分流化改造工事費助成要綱 

 
（目 的） 
第１条 この要綱は、分流化区域及び分流化整備完了区域において、現に合流

式の公共下水道に接続している排水設備を分流式の公共下水道に接続させる

ため、排水設備の改造をしようとする者に対し、予算の範囲内で必要な工事

費を助成し、もって分流化を促進することを目的とする。 
 
（定 義） 
第２条 この要綱において「分流化区域」とは、福岡市下水道条例（昭和３７

年福岡市条例第４４号。以下「条例」という。）第４条の２第１項に規定する

分流化区域をいう。 
この要綱において「分流化整備完了区域」とは、分流化区域以外で公共下

水道の分流化整備が完了し、民地内の分流化が可能な区域であり、市長が別

に定める。 
 
（助成の対象となる工事） 
第３条 助成の対象となる工事は、分流化に必要な排水設備工事（条例第４条

の３第１項から第３項までの規定により行われる工事を除く。）及びこれに附

帯する工事であって、市長が認めるもの（以下「改造工事」という。）とする。 
 
（助成の要件） 
第４条 改造工事費の助成を受けることができる者は、改造工事をしようとす

る者であって、次の各号に掲げる要件を満たしている者とする。 
（１）分流化区域及び分流化整備完了区域内の建築物等（土地又は建築物（建

築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に規定する建築物を

いう。）をいう。以下同じ。）の所有者又は改造工事をすることについて当

該所有者の承諾を受けた建築物等の使用者であること。 
（２）下水道受益者負担金、下水道使用料及び市税に係る徴収金（市税及び延

滞金等）を滞納していないこと。 
 
（助成金額） 
第５条 改造工事費の助成金額は、別に定める市の基準により審査し、市長が

認定した工事費の全額とする。ただし、当該工事費の千円未満の端数につい

ては、助成金額から除く。 
 



（助成金の交付申請） 
第６条 改造工事費の助成を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

改造工事に着手する前に、排水設備分流化改造助成金交付申請書（様式第１

号）に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。 
２ 前項の申請を行うとき、申請者が複数となる場合は代表者１名を選出し、

申請しなければならない。 
 
（交付の決定及び通知） 
第７条 市長は，前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審

査のうえ助成金交付の可否を決定し、その結果を排水設備分流化改造助成金

交付決定・不決定通知書（様式第２号）により、当該申請者に通知するもの

とする。なお、宅内排水施設の接続先である公共雨水桝等の設置が新たに必

要な場合は，当該施設設置完了後に交付決定するものとする。 

 
（申請の取下げ） 
第８条 申請者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知

に係る助成金交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、

排水設備分流化改造助成金交付申請取下書（様式第３号）により、前条の規

定による通知を受領した日から１４日以内に申請の取下げをすることができ

る。 

  前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の

交付の決定は、なかったこととみなす。 
 
（申請内容の変更） 
第９条 第７条の規定により交付決定を受けた申請内容に変更が生じた場合、

申請者は，排水設備分流化改造助成金交付変更申請書（様式第４号）を提出

しなければならない。 
２ 市長は、当該変更申請の内容を審査し、その結果を排水設備分流化改造助

成金交付変更通知書（様式第５号）により、当該申請者に通知するものとす

る。 
 
（工事施工等） 
第１０条 第７条の規定により助成金交付の決定通知を受けた者は、決定の日

から２ヶ月以内に福岡市排水設備指定工事店により改造工事を完了しなけれ

ばならない。ただし、特に市長が認める場合はこの限りではない。 
２ 改造工事費の助成金交付の決定通知を受けた者は、前項の規定により当該

工事を行い、工事完了後５日以内に排水設備分流化改造助成工事完了届（様

式第６号）を提出し、工事の完了検査を受けなければならない。 



（助成金額の確定等） 
第１１条 市長は前条第２項の規定による書類の提出があったときは、当該工

事内容を確認し、交付すべき助成金の額を確定したうえ、排水設備分流化改

造助成金確定通知書（様式第７号）により当該申請者に通知するものとする。 
 
（助成金の交付請求） 
第１２条 前条の通知を受けた者は、請求書（福岡市下水道事業会計帳簿諸表

等様式規則：様式第１８号）により、助成金の交付を請求することができる。 
 
（助成金交付の時期） 
第１３条 市長は、前条の請求が適正であると認めたときは、速やかに助成金

を交付するものとする。 
 
（維持管理の義務） 
第１４条 助成金の交付を受けた者は、当該排水設備を適切に維持管理しなけ

ればならない。また、公共下水道の維持管理上、排水設備の点検等が必要な

場合は、公共下水道管理者に協力しなければならない。 
２ 市長から使用状況調査等の要求がある場合は、確認作業等に協力しなけれ

ばならない。 
 
（助成金交付決定の取消し等） 
第１５条 市長は、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合は、助

成金の交付決定を取り消すことがある。 
（１）偽りその他不正な手段により改造工事費の助成金の交付決定を受けたと

き。 
（２）助成金を目的以外に使用したとき。 
（３）助成決定後、工事完成の見込みがないとき。 
（４）その他市長が特別の事情によって取消しの必要があると認めたとき。 
２ 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、

既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものと

する。 
 
（規定外の事項） 
第１６条 この要綱に定めのあるもののほか、助成金の交付等に関し必要な事

項は、福岡市補助金交付規則（昭和４４年福岡市規則第３５号）の例により

処理するものとする。 
 
 



（委 任） 
第１７条 この要綱の施行に関し必要な事項は、道路下水道局長が定める。 
 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成２０年１０月 １日から施行する。 
（施行期日） 

この要綱は、平成２３年 ４月 １日から施行する。 
（施行期日） 

この要綱は、平成２４年 ５月１８日から施行する。 

（施行期日） 

この要綱は、平成２９年 ４月 １日から施行する。 
（期  間） 

この要綱は、平成３３年 ３月３１日をもって廃止する。 

（施行期日） 

この要綱は、令和 ２年１０月 １日から施行する。 
（施行期日） 

この要綱は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。 
（期  間） 

この要綱は、令和 ７年 ３月３１日をもって廃止する。 

 
 なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期

到来までに判断するものとする。 

 


